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平成 26 年 10 月 23 日 

報道関係各位 

 

  たっけー☆☆トレイン出発進行！ 
～悪質商法退治はたっけー☆☆にお任せ！大作戦～ 

  

★自治体初！電車のラッピング広告による消費者被害防止啓発！   

 

福生市では、昨年度、自治体初の試みとして、振り込め詐欺被害防止の高齢者世帯全戸訪問を行うな

ど、消費者被害防止に力を入れて取り組んでいます。今回は市の公式キャラクターである「たっけー☆

☆」のイラストを用いた「悪質商法被害防止・犯罪抑止」を促す車体広告を施した「たっけー☆☆トレ

イン」をＪＲ青梅線・中央線区間に走行させます。 

≪実施期間≫10月 27日（月）から 11月 23日（日）まで（4週間） 

≪走行編成≫1編成（10両） 

≪走行区間≫ＪＲ中央快速線区間（福生駅及び牛浜駅を 1日 2回から 15 回程度停車・通過予定） 

      ※「たっけー☆☆トレイン」の運行スケジュールは、ＪＲ側で決定します。 

≪その他≫10月 28日に青梅駅のホームで、「たっけー☆☆」と「たっけー☆☆トレイン」のコラボ撮

影を行います！(撮影申請の都合上、当日お越しいただける報道会社様は、事前に下記問合

せへご連絡をいただきたく存じます。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

シティセールス推進課産業活性化グループ 女屋（おなや） 電話 042-551-1699（直通） 

■車体デザインイメージ  

■啓発内容は、架空請求、振り込め詐欺、訪問販売、送り

付け商法、投資商法の５パターン 


